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給水人口：１５２，６００人   給水戸数：６７，２４５戸   （令和２年１０月１日現在） 
 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

移設前の配水ポンプ設備 

 NO.２2 

 令和２年 

  11 月発行 

 久喜市水道事業では、老朽化した施設の更新に併せて浸水対策を施したポンプ棟を吉羽
浄水場に築造しました。２階部分を出入口とするポンプ棟の１階には配水ポンプ設備を移設

し、２階には水の浸入を防ぎ停電時に運転できるよう発電機設備を設置しました。 

 

 

 

 

 

久喜市水道事業マスコット 

キャラクター〝みず坊〟 

吉羽浄水場に新たなポンプ棟が完成しました  
 

建築中のポンプ棟 

移設した配水ポンプ設備 
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■収益的収支（水道水をお届けするための収支） ※金額は消費税込みです。 

■資本的収支（施設を整備するための収支） ※金額は消費税込みです。 

令和元年度末借入金残高は 

２１億９，４３１万２千円です。 

令和元年度決算についてお知らせします 

その他 
４億４,００８万４千円 

水道料金 
３４億８,３４５万７千円 

 

受託工事収益 
２億７,８８３万４千円 

施設の更新や 
配水管布設替工事などに 
かかる費用 
１４億３，６９５万８千円 

 

借入金元金の返済 
３億 ８７６万３千円 

 

収益的収入 ４２億 ２３７万５千円 収益的支出 ３３億９，４８０万１千円 

資本的収入   １，２３１万６千円 資本的支出 １７億４，５７２万１千円 

収支差引 

施設の償却費など 
１２億９,３８３万７千円 

 県水購入費 
１１億７,４４６万７千円 

 維持管理費 
６億５,４４８万円 

 

支払利息 
５,２０９万７千円 

受託工事費 
１,４３０万６千円 

人件費 
１億５,６０３万円 

 

その他 
４,９５８万４千円 

収支差引（不足額）

は減価償却費など

の現金を伴わない

費用や純利益など

で補填しました。 

 

純利益は施設の 

整備や更新のため

に使います。 

８億 ７５７万４千円 

税抜き純利益 
６億 9,617 万６千円 

収支差引（不足額） 
▲１７億３，３４０万５千円 

 

工事負担金など 
１，２３１万６千円 
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河川や用水路などを横断する水道管です。 

老朽化した配水管です。 新しく埋設した配水管です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浄水場を運転するための電気盤です。 

《浄水施設費》・・・・・・・・・・・・・・・・・８億１，３６０万２千円 

【安全な水道水を安定的に供給するために浄水場の設備更新を行いました】 

【内訳】 

 ○吉羽浄水場自家発電機設備及び配水設備更新工事    ５億５，４７２万円 

○吉羽浄水場配水ポンプ棟築造工事及び場内整備工事 １億３，８０５万２千円 

 ○八甫浄水場受変電設備更新工事            ８，１６７万９千円 ほか 

 

《配水管布設費》・・・・・・・・・・・・・・・・４億８，７４６万６千円 

【老朽化した配水管の更新を行いました】 

【内訳】 

○水管橋・配水管布設替工事            ３億８，８８２万３千円 

老朽化した配水管の布設替工事約５.６kmを行いました。 

○配水管布設工事                   ２，９７７万４千円 

安定給水を図るため、水道管の新規整備約０.７kmを行いました。 

○舗装本復旧工事                    ６，８８６万９千円 

配水管工事に伴う道路舗装工事など約３.２kmを行いました。 

 

 

水管橋の補強工事を実施 

令和元年度に実施した主な事業です  

老朽化した配水管の布設替工事を実施 

水道管の中の水の流

れを調節する制水弁

がついています。 

八甫浄水場の受変電設備を更新 
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気温が氷点下になると、水道管の中の水が凍り、破裂することがありますので注意しましょう！ 

 水道管が破裂した場合は、メーターボックス内に

ある止水栓を閉めて水を止めます。破裂した部分に

布やテープなどを巻きつけて応急処置をしてから、

久喜市水道指定給水装置工事事業者に修理を依頼し

てください。                                        

※久喜市水道指定給水装置工事事業者一覧は市ホ

ームページに掲載しています。 

（トップページ＞くらし・手続き＞上水道＞久喜

市水道指定給水装置工事事業者一覧） 

 

 

 

 

 

 

 

〇水道管が露出している。  

〇日当たりの悪い場所にある。                   

〇以前凍結したことがある。 

〇風あたりの強い場所にある。 

 

※北風、西風があたる場合は特に注意してください。 

これが止水栓です 

こんな場合は凍結に注意 

 

 水道管を保温材などで保護している場合は、取

り外してから凍結した部分や蛇口に、布、タオル

などをかぶせて、その上からゆっくりぬるま湯を

かけて徐々に溶かす方法があります。 

 熱湯をかけると、急な温度の変化により水道管

や蛇口が破裂することがありますので、必ずぬる

ま湯をかけてください。 

水道管が凍結したときは 

露出したままの水道管は、保温材、古い毛布な

どを水道管や蛇口に巻き付け、そのうえからビニ

ールテープを巻いて凍結を防止してください。 

水道管の凍結を防ぐために 水道管が破裂したときは 

 
こんなときは、早めに届出をしてください。 

◆入居等により、水道を使用するとき 

◆転出等により、水道の使用をやめるとき 

◆使用者が変更になったとき 

◆納入通知書の送付先が変更になったとき 

上下水道経営課 料金係 電話 0480-58-1111 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、収入が

減少したなどの事情により、水道料金・下水道使用

料・農業集落排水処理施設使用料のお支払いが困難

な方は、下記までご相談ください。 

 

上下水道経営課 料金係 電話 0480-58-1111 

水道に関する届出 納付相談 

発 行  久喜市上下水道部上下水道経営課   発行年月日  令和２年１１月１日 

住 所  〒340-0295 久喜市鷲宮６丁目１番１号（鷲宮総合支所２階） 

電 話 0480-58-1111（代表） FAX  0480-58-140１ Ｅメール  jogesuidokeiei@city.kuki.lg.jp 

 

※今号の水道だよりは市ホームページに掲載しています。全戸配布や市内公共施設等への配架はしておりません。 


